
関西広域機構分権改革推進本部の検討体制

分権改革推進本部

【意見交換と合意形成】

【第三者的立場の調査等】

本部会議
（秋山本部長、井戸副本部長、

10府県４政令市の首長、
８経済団体の長）

有識者会議
（座長、委員は学識経験
を有する者から委嘱）

幹事会
（ 10府県４政令市の部局長級、
８経済団体の事務局役員級）

担当者会議
（ 10府県４政令市の課長級、
８経済団体の部課長級）

・地方支分部局
等の関係者

・特定分野の
有識者等

作業チーム等
（特定課題に応じて
随時編成する）

ＫＵ分権改革部

【合意案の立案・調整】

指示

【実務作業・庶務】

必要に応じ
参画

報告

【具体的な調査と検討】

指示

意見具申

協力

ヒアリング

必要に応じ
協力

連携・協力等

必要に応じてヒアリン
グ等の調査や情報
の受発信を行う

合意案
の提示


